
六  教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。 

 

 本学における教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組は以下のとおり 

授業改善委員会（全学、各学科）の実施 

  FD研修会、学科 FD研修会、非常勤教員 FD研修会の実施 

  授業参観の実施（学長、学科長、監事・監査役による） 

  学生による授業アンケートの実施 

  新任教員のための研修会の実施 

 


